
《「生活支援等サービス」の公表内容 》 
● 公表する内容は「生活支援等サービス」を利用する上で基礎的な情報とし、地域
　 の実情に応じて市町村が追加することができます。
● 「生活支援等サービス」の提供を行う事業者から情報の提供を受け、市町村また
　 は生活支援コーディネーターの判断で随時公表を行ってまいります。

介護事業所・生活関連情報検索　介護サービス情報公表システム

生活支援等サービス　検索

「生活支援等サービス」とは、見守りや
安否確認、配食、家事援助、交流の場、
外出支援等の情報を指します。
老人福祉法の改正に伴い、市町村は必要
な生活支援等サービスの情報について公
表するよう努めることとされています。

名称、所在地、電話番号、対象者、サービス内容、対象エリア

名称、所在地、電話番号、対象者、サービス内容（メニュー、付加
サービス等）、サービス提供日及び時間、対象エリア、料金体系

名称、所在地、電話番号、対象者、サービス内容、サービス提供日
及び時間、対象エリア、料金体系

名称、所在地、電話番号、対象者、活動内容、運営日及び時間、
定員、料金体系、送迎の有無、対象エリア

名称、所在地、電話番号、対象者、サービス内容、サービス提供日
及び時間、対象エリア

名称、所在地、電話番号、対象者、サービス内容、サービス提供日
及び時間、対象エリア、料金体系

名称、所在地、電話番号、活動内容、運営日及び時間、定員、
料金体系、送迎の有無、対象エリア

市町村が適当と認める情報
※コンビニなどによる健康増進・生活支援・介護予防サービスの多機能拠点の情報を公表する
　ことを可能とする。（日本再興戦略（平成26年６月24日閣議決定）において、当該拠点の
　情報を提供する仕組みを構築することが位置付けられている）

公　表　項　目対象サービス

見守り・安否確認

配食（＋見守り）

家事援助

交流の場・通いの場

介護者支援

外出支援

多機能型拠点

その他市町村が
適当と認めるサービス

NEW!!
②


